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令
和
７
年
度

交
通
災
害
共
済
加
入
申
込
受
付
中

　
福
井
県
市
町
交
通
災
害
共
済
は
、
福
井
市
を
除
く
県
内

16
市
町
が
共
同
で
行
い
、
共
済
へ
加
入
し
た
方
が
万
一
交

通
事
故
に
あ
っ
た
際
に
見
舞
金
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

い
ざ
と
い
う
時
、
あ
な
た
を
守
る
交
通
災
害
共
済
に
家
族

そ
ろ
っ
て
の
ご
加
入
を
お
勧
め
し
ま
す
。

共
済
掛
金

　
一
人
年
額
５
０
０
円（
中
途
加
入
の
場
合
も
同
額
）

　
※
加
入
は
１
人
１
口

対
象
と
な
る
事
故

日
本
国
内
で
自
動
車
、
自
転
車
、
路
面
電
車
な
ど
の
運

行
に
伴
う
接
触
、
衝
突
、
転
落
、
そ
の
ほ
か
の
事
故
に

よ
る
人
の
死
傷

共
済
期
間

　
令
和
７
年
４
月
１
日
〜
令
和
８
年
３
月
31
日

　
※
中
途
加
入
の
場
合
は
掛
金
納
入
の
翌
日
か
ら
適
用

申
込
期
限

  

３
月
27
日（
木
）

加
入
方
法

加
入
申
込
書
を
各
家
庭
に
お
届
け
し
ま
す
の
で
、
次
の

い
ず
れ
か
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
・
各
区
長

　
・
役
場
会
計
室
ま
た
は
今
庄
・
河
野
事
務
所

　
・
県
内
福
井
銀
行（
10
月
末
ま
で
）

※
事
故
に
あ
わ
れ
た
場
合
は
、速
や
か
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

　
総
務
課
防
災
安
全
室　
℡
０
７
７
８

－

47

－

８
０
１
６

　
今
庄
事
務
所　
　
　
　
☎
０
７
７
８

－

45

－

１
１
１
１

　
河
野
事
務
所　
　
　
　
☎
０
７
７
８

－

48

－

２
１
１
１

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の

更
新
・
登
録
に
つ
い
て

　
町
で
は
、
災
害
が
起
き
た
時
に
自
分
で
避
難
す
る
こ
と
が

難
し
く
、
避
難
す
る
た
め
に
特
に
支
援
を
必
要
と
す
る
方
を

「
避
難
行
動
要
支
援
者
」と
し
て
名
簿
に
登
録
し
て
い
ま
す
。

　
年
に
一
度
、
登
録
内
容
の
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、

皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

登
録
の
対
象
と
な
る
方

　
次
の
方
の
う
ち
、
自
力
で
避
難
す
る
こ
と
が
難
し
い
と

思
わ
れ
る
方

•
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
の
方

•
75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
世
帯
の
方

•
要
介
護
３
以
上
の
認
定
を
受
け
て
い
る
要
介
護
者
の
方

•
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級
、
療
育
手
帳
ま
た
は
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

•
難
病
で
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の
医
療
費
助
成
認
定

を
受
け
て
い
る
方

●
既
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
区
長
を
通
じ
て「
避
難
行

動
要
支
援
者
登
録
票
」を
配
付
し
ま
す
の
で
、
内
容
を
ご
確

認
い
た
だ
き
、変
更
が
あ
る
方
は
区
長
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
登
録
内
容
の
修
正
や
新
規
登
録
に
つ
い
て
は
、
随
時
、
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

※
登
録
の
際
、
登
録
票
に『
避
難
支
援
者
』を
記
載
す
る
欄
が

あ
り
ま
す
が
、
区
長
や
民
生
委
員
に
限
ら
ず
、
実
際
に
避

難
支
援
が
可
能
な
方
の
記
載
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
名
簿
は
、
町
、
区
、
自
主
防
災
組
織
、
民
生
委
員
、
町
社

会
福
祉
協
議
会
、
消
防
署
、
警
察
、
避
難
支
援
関
係
機
関

で
平
常
時
か
ら
情
報
を
共
有
し
、災
害
時
に
利
用
し
ま
す
。

■
問
合
せ

　
保
健
福
祉
課　
☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
０
７

奨
学
金
返
還
費
用
の

一
部
を
補
助
し
ま
す

〜
定
住
化
促
進
奨
学
金
返
還
サ
ポ
ー
ト
事
業
〜

　
町
で
は
、
町
内
へ
の
定
住
促
進
を
図
る
た
め
、

大
学
等
を
卒
業
後
、
町
内
に
定
住
す
る
意
思
を

持
っ
た
方
に
対
し
、
奨
学
金
返
還
費
用
の
一
部

を
補
助
し
て
い
ま
す
。

対
象
者

（
次
の
い
ず
れ
か
の
方
）

•
大
学
等
を
卒
業
後
、
町
内
に
居
住
し
、
奨
学

金
を
返
還
し
て
い
る
方

•
大
学
等
を
卒
業
予
定
で
、
卒
業
後
、
町
内
に

居
住
し
、
奨
学
金
を
返
還
す
る
予
定
の
方

補
助
内
容

•
毎
年
の
奨
学
金
返
還
費
用
の
３
分
の
１（
上
限

５
万
円
／
年
）

※
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
奨

学
金
返
還
開
始
年
度
か
ら
起
算
し
て
10
年
間
。

※
一
部
を
除
き
、
ほ
か
の
返
還
支
援
制
度
と
の

併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

申
請
方
法

　

申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、
教
育
委
員

会
事
務
局
ま
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
、
教
育
委
員
会
事
務
局
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

　
教
育
委
員
会
事
務
局　

　
☎
０
７
７
８

－

47

－

８
０
０
５

申
請
書
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

　
　
　
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
▼


